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(以 下 「被告池島Jと い う。)

被告 ら訴訟代理人弁護士

同

被告大学及び被告井形は,原告に対 し,連帯 して 30万 円及び平成 25年

7月 4日 から支払済みまで年 5分の害J合 による金員を支払え。

原告の被告大学及び被告井形に対するその余の主位的請求及び予備的請求

をいずれも棄却する。

原告の被告池島に対する主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。

訴訟費用はこれを 50分 し,その 1を 被告大学及び被告井形が負担するこ



ととし,そ の余は原告が負担することとす る。

5 この判決は, 1項 に限 り,fltに 執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 主位的請求 1

(1)原 告が,被告大学 に対 し,雇用契約上の権利 を有する地位 にあることを

確認する。

(2)被 告大学は,原告 に対 し,平成 25年 4月 か ら本判決確定の 日まで ,毎

月 25日 限 り月額 35万 3750円 の割合による金員及び これに対する各

支払 日の翌 日か ら支払済みまで年 5分 の割合 による金員を支払え。

2 主位的請求 2

被告 らは,原告 に対 し,連帯 して, 100万 円及び平成 25年 7月 4日 か

ら支払済みまで年 5分 の割合 による金員 を支払え。

3 予備的請求 (主位的請求 1と の関係 )

被告 らは,原 告 に対 し,連帯 して 1273万 5000円 を支払え。

4 訴訟費用は被告 らの負担 とする。

5 1項 (2), 2項 , 3項 につき,仮執行宣言

第 2 事案 の概要

本件は,被告大学の教授であった原告が,定年 を迎えることか ら被告大学

の特任教員 A(以 下 「特任教員」という。)の任用手続 の申請 をしようとした

が,被告大学の教授であつた被告井形及び被告池 島が 申請手続を妨害 し,任

用手続を進めなかったため特任教員に任用されなかったとして,①И主位的

に,被告大学では特任教員の任用を申請すれば任用されるという労使慣行が

あった,あ るいは上記のような労使慣行が認められないとしても,人事権行

使の理由,態様が著 しく信義に反しており,か つ,特任教員任用の期待を有

してお り,そ の期待が法的に保護されるべきものであり,正式の任用行為が



な くて も例外的に任用行為がされた場合 と同視で きるとして ,被告大学 の特

任教員の地位 にあることの確認及び同地位 を前提 とした給与の支払を求め ,

li2f)予 備的に,特任教員の地位が認め られないとして も,任用手続 を進めてい

れば特任教員 に任用された蓋然性が高か ったとした上で ,任用されていれば

得 られたはずの給与相当額 の支払を求めるとともに,②被告井形及び被告池

島が原告の特任教員任用 申請行為 を妨害 した行為が不法行為 に当たるとして ,

同人 らに対 しては民法 709条 に基づき,被告大学 に対 しては民法 715条

に基づき,慰謝料の支払 を求める事案である。

l 容易 に認定できる事実 (証 拠等の掲記のない事実 は当事者間に争いがない。)

(1)当 事者 について

ア 原告は,昭和 21年 3月 6日 生 まれであ り (平 成 25年 3月 6日 に 6

7歳 とな った。),平成 9年 4月 か ら平成 25年 3月 31目 まで被告大学

経営学部の教授であつた (甲 22)。

イ 被告大学は,経済学部 ,経営学部 (第 1部 ,第 2部 ),情報社会学部 ,

人間科学部 の 4学部で構成され る私立大学で ある。被告大学の就業規則

においては,教員の定年は満 67歳 であ り,定年 に達 したときは退職す

るものと定め られて いる。

ウ 被告井形は,被告大学経営学部 の教授で あ り,平成 21年 10月 か ら

平成 24年 3月 まで学部長 を務めていた (乙 27)。

工 被告池島は,被告大学経営学部 の教授であ り,平成 22年 11月 26

日か ら平成 25年 3月 まで経営学部副学部長兼カ リキュラム検討委員会

委員長 を務めていた (乙 26,被 告池島本人 )。

(2)被 告大学 における各種規定 について

ア 被告大学においては,「特任教員に関す る規定」 (以下 「
1日 規定」 とい

う。)が設け られていたが ,平成 21年 11月 27日 に「特任教員任用規

定」 (以 下 「現行規定Jと いう。)が設け られ ,同規定は平成 22年 4月



1日 か ら施行 され ,「 特任教員 に関する規定」は廃止 された。現行規定に

は以下の定めがある。 (以 上につき,甲 1,乙 6)。

。第 2条

本学 の教育,研究水準 の向上のために特 に必要があると認め られ

るときは,次 に掲げる者のうち一定の基準をみたした者を特任教員

として任用することができる。

(1)本 学に 6年以上勤務し,定年退職した専任教員 (「 特任教員A」

というc)

(2)大 学または研究機関等を定年退職または中途退職した者 (「 特

任教員 B」 という。)

。第 3条

任期は次の各号の定めによる。

(1)「特任教員 A」 の任期は 3年 とする。

(2)省 略

。第 4条

特任教員となる者は,以下の基準をみたしていなければならない。

(1)「 特任教員 A」

① 過去 5年 間において専門分野における研究論文を 2点以上 ,

あるいは著書 1点 以上を公表し,研究が継続 して行われてい

ること。

② 過去 5年間の授業の担当および実績状況が適切であり,今

後の教育活動に支障がないとと。

③ 任期中に担当する授業の時間数が,専任教員の実情と比べ

て著しく少なくないこと。

④ 本学の教員としてふさわしい研究 。教育 。運営上の活動を

行ってきたと認められること。



(2)省 略

。第 5条

任 用 は ,以 下 の組織 にお いて行 う。

(1)「 特任教員 A」 の任用 は ,特 任 教員 推薦 委員会 の推薦 によ り ,

各学 部 教授会 にお いて行 い,理事会 の承認 を得 るもの とす る。

(2)省 略

。第 6条

特任 教 員推薦 委員会 は,学長 ,各学部 長 ,教務委員長 ,お よび各

研 究科 長 によ って構 成す る。学長 は委員 長 とな る。

。第 9条

(1)「特任教員 A」 の任用 は,以下 の手続 によ る。

① 推薦委員会は,対象者に過去 5年 間の研究業績の提出を求

める。

② 教務委員長は,過去 5年 間の授業実績状況を委員会に報告

する。

③ 学部長は教務委員長および対象者と協議の上,授業担当計

画を推薦委員会に提出する。

④ 推薦委員会は,対象者に本学における役職歴の提出を求め

る。

⑤ 推薦委員会は,任用基準に基づき適当であると認められた

者を当該教授会に推薦する。

③ 当該教授会は,推薦された者の特任教員としての採用につ

いて審査し,候補者として決定する。

⑦ 当該教授会の学部長は,教授会で決定された候補者につい

て理事会にただちに報告する。

③ 教授会で決定された候補者について理事会の承認が得られ



ない場合は,推薦委員会において再度審査す る。

(2)省 略

イ 1日 規定 には以下の定めがある (乙 6)。

,第 2条

本学の研究 ,教 育水準の向上のために必要があると認め られるとき

には,次 に掲 げる者の うち別に定める基準 をみたす者 を特任教員 とし

て任用す る ことができる。

(1)本 学 を定年退職 した者 ,中 途退職 した者 または次条第 2号の任

期 を終えた者

(2)他 大学 または機関を定年退職 した者 または中途退職 した者

。第 3条

特任教員 の任期は次の各号の定めによる。

(1)前 条第 1号 の特任教員の任期 は 3年 とす る c

(2)省 略

。第 4条

1 学長 を委員長 とし,各学部長,教養部長 ,教務部長および大学

院委員長 をもって特任教員推薦委員会 (以 下委員会 とい う)を 設

ける。

2 委員会 は,必要な手続 を経て所属予定の学部 。部の教授会に第

2条第 1号 の特任教員候補者を推薦す る。

。第 5条

1 第 2条第 1号の特任教員の任用は次の手続きによ り決定する。

① 委員会は,対 象者に過去 5年 間の研究業績書の提 l■lを 求める。

② 教務部長は,過去 5年 間の授業実績状況を委員会に報告する。

③ 学部長 。教養部長は教務部長および対象者と協議のうえ授業

担当計画を委員会に報告する。



④  委員会は,任用基準に基づき適当であると認め られた者を当

該教授会に推薦す る。

⑤  当該教授会 は,推薦 された候補者 について特任教員 としての

任用 を決定す る。

2 省略

ウ 被告大学の経営学部教授会規定 には以下の定めが ある (乙 4)。

。第 2条

教授会 は,次の事項 を審議す る。

(1)な い し(3)省 略

(4)教員 の任免お よび昇降任 に関する事項

(5)な い し囲 省略

。第 9条

教授会の議事 について議決する場合には ,出 席教授会員の過半数の

同意 による ことを原則 とす るが ,第 2条第 2号 か ら第 4号 までについ

ては,出 席教授会員 の 3分の 2以上の同意 を得なければな らない。

工 被告大学人間科学部及び経済学部ではカ リキュラム委員会規定が設け

られているところ,そ れ らの規定では,学部長の諮問l~基づき,カ リキ

ュラムの改訂 。運用 に関す る事項 ,専任教員 の推薦や採用方針に関する

事項等 を審議 し,答 申す ることとされている (乙 32, 33)。

(3)本 件 における特任教員任用 申請に関する事項 ついて

ア 原告は,平成 24年 9月 末頃,被 告井形に対 し,「 特任教員任用資料」,

「本学 にお ける役職歴 J,「 3カ 年講義計画」 と題す る書面 を提出し,特

任教員 Aへ の任用 を希望す る意向を明 らかに した (甲 5な い し7,22,

原告本人,被告井形本人 )。

イ 平成 24年 度の特任教員推薦委員会委員長 は,被告大学の学長であっ

た徳永光俊教授 (以 下「徳永学長」とい う。)で あった (弁論の全趣旨)。



ウ 被告大学経営学部 においては,学部長の諮 間に基づいてカ リキュラム

編成,各年度の授業担当,科 目担当の人事案件を審議 。検討するため 8

人で構成され るカ リキュラム検討委員会が設 け られている (乙 26,原

告本人,被告池島本人,被告井形本人 )。

2 争点

本件の主な争点は,①被告大学において,特任教員の任用を申請すれば任

用されるという労使慣行があったか (争 点 1),②争点 1が否定される場合 ,

正式の任用行為がなくても原告が被告大学の特任教員に任用された場合と同

視し得るか (争 点 2),③争点 1及 び争点 2が否定されるとしても,任用手続

を進めていれば原告が特任教員に任用された高度の蓋然性があり,損害 (逸

失利益)を被ったといえるか,④被告井形及び被告池島が,原告の特任教員

任用申請を妨害したとして,不 法行為責任を負うかである。

3 争点に関する当事者の主張

(1)争 点 1(被告大学において,特任教員の任用を申請すれば任用されると

いう労使慣行があったか)に ついて

(原告の主張 )

ア 原告は,被告大学において特任教員としての任用を希望していたとこ

ろ,特任教員の任用基準も満たしていた。

国 現行規定は単著であることを要求してお らず,ま た,著書の執筆分

量にも言及 していない。「VEハ ンドブック」は,バ リューエンジエア

リングの分野において日本を代表する有力な学者等が執筆陣に名を連

ねた有力な著書であり,執筆陣が多数であるため一人当たりの執筆分

量は多くないものの,こ のような著書を残すことは研究実績としては

十分である。

任用規定は,「 専門分野」における研究論文あるいは著書の公表を要

求しているのであり,「 採用科目分野」とは定めていない。「サステナ


